
（案） 

令和８年５月  日 

 

沼田市地域公共交通活性化協議会 

会 長 川 田 正 樹   

 

道路運送法第９条第４項及び同法施行規則第９条第２項に掲げる協議が調っ

ていることの証明書 

 

令和８年５月２５日に書面にて開催した沼田市地域公共交通活性化協議会に

おいて、下記事項に関し、協議が調ったことを証明する。 

 

記 

 

沼田市委託路線バス（佐山線・南郷線・岩本線）のバス停「国立病院」廃止及

び廃止に伴う路線の一部廃止ついて 

 

① 変更内容 

・佐山線 

沼田駅行き 

【変更前】 沼田市保健福祉センター前 → 国立病院 → 西原新町 

【変更後】 沼田市保健福祉センター前 → 西原新町 

佐山行き 

【変更前】 西原新町 → 国立病院 → 沼田市保健福祉センター前 

【変更後】 西原新町 → 沼田市保健福祉センター前 

・南郷線 

南郷行き 

【変更前】 沼田市保健福祉センター前 → 国立病院 → 西原新町 

【変更後】 沼田市保健福祉センター前 → 西原新町 

・岩本線 

上野行き 

【変更前】 国立病院（始発）→ 沼田市保健福祉センター前 → 十王公園入口 

【変更後】 沼田市保健福祉センター前（始発）→ 十王公園入口 

・デマンドバス乗降ポイント 

「A0701_国立沼田病院」廃止 

 

② 対象路線：佐山線、南郷線、岩本線、デマンドバス Aエリア 

 

③ 実施日：令和８年６月１日 

 

以上 
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